平成18年第4回市議会定例会


総務委員会委員長報告(案)
 今回の市議会定例会におきまして、私ども総務    委員会に審査の付託を受けました各案件につきまして、　審査結果の報告を申し上げます。

はじめに､議案第101号　日田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について申し上げます。
本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、「育児休業を　した職員の職務復帰後の勤務みなし期間の換算率2分の1を100分の100以下」に改正を行うなど、所要の　措置を講ずるものであり、本案は原案のとおり、可決すべきものと決しました。

次に､議案第102号 日田市一般職員の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。

　本案は、平成19年度人事院勧告に基づく国家　　公務員及び大分県人事委員会勧告に基づく県職員の　給与改定に準じて、中高年層は据置き、若年層に限定した給料月額を平均0.07％（254円）、配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当月額を500円、期末・勤勉　手当の年間支給月数0.05月分それぞれ引き上げる等の改正を行うものであります。

審査の中では、「行財政が厳しい中にあって市民の理解が得られるのか。」、「日田市では景気不振の　この時期に市職員の給与を引上げるのは疑問が　　　ある。」、「地方自治体では生き残りをかけて行財政改革を行っているところであり、将来やっていけないのではないか。」との意見がある一方、「公務員の　労働基本権の代替措置としての人事院勧告を尊重すべきである。」、「他市との平準化といった意味でも　勧告に従うべき。」、「財政問題を解決するには単に人件費のみの論議ではなく全体を見て行う必要が　　ある。」、「賃金が上がって行かなければ消費も伸びていかない。」、「市職員の改定を基準にしている　民間企業もありその面からも勧告に従うべきで　　　ある。」、「職員が市民にてきぱきとした対応をする等、意識改革を進めて行けば理解が得られるのでは　ないか。」、「若年層を中心に改定しているのは、　少子高齢化社会に対応する子育て支援を含め将来の　期待も込められていると受け止め勧告に従うべきで　ある。」、等々賛否両論、多くの意見があり、採決の結果　本案は、多数をもって可決すべきものと決しました。
　なお、行政は市民に対する最大のサービス産業で　ありその向上に向けて、職員の意識改革と資質の向上を図ること、さらには、若年層は今後の日田市の将来を担う人材であり、その期待に応え得るよう努力を　続けることを強く付言いたします。
次に､議案第103号 日田市職員の退職手当に関する条例及び日田市企業職員の給与の種類及び基準に 関する条例の一部改正について申し上げます。

本案は､雇用保険法の一部が改正され、離職者に  対する雇用保険の基本手当に係る受給資格要件が改められたことから、これに準じて所要の措置を講ずる  もので、適切な措置と認め、原案のとおり、可決すべきものと決しました。
次に､議案第104号 日田市個人情報保護条例の一部改正について申し上げます。

本案は、「統計法」の全部改正に伴ない、同法を 引用している規定の整備を行うものであり、必要な 措置と認め、本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

　次に､議案第105号 日田市使用料条例の一部改正 について申し上げます。

本案は、本庁舎１階に開所している大分ひた農業　協同組合日田市役所出張所が平成19年12月21日をもって閉鎖され、現金自動貯金支払機（ATM）のみの設置となったため、行政財産の用途変更に伴い使用　区分を大分ひた農業協同組合現金自動貯金支払機（ATM)に、金額5,250円を230円に改める等の措置を行うもので あり必要な措置と認め、本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

次に､議案第106号 日田市手数料条例の一部改正について申し上げます。
本案は、建築基準法の一部が改正され、条項が移動したので、引用条項を整理するものであり適切な措置と認め本案は原案のとおり、可決すべきものと決しました。
　次に､議案第115号　平成19年度日田市一般会計 補正予算（第3号）のうち、当委員会に係わる部分につきまして申し上げます。

今回の補正は、給与改定や10月の人事異動による人件費の整理と事業間の組替え、決算見込みによる 計数の整理が主なもので、歳入歳出予算の総額に、 それぞれ3,393万5千円を追加し、補正後の予算総額を360億5,723万7千円とするものであります。

まず歳入の主なものは、豆田町の無電柱化工事費の減額に伴う国庫支出金の減額や、事業見直しに伴う 遺跡発掘調査受託事業収入の減、4月に行われた   県知事選挙、7月に行われた参議院議員選挙の費用が確定したため県委託金の減額等を措置するものでございます。
次に歳出の主なものについて申し上げます。

2款1項5目の財産管理費は、本庁舎身障者用　　トイレをオストメイト対応に改修するものであります。同じく6目の企画費は、大山有線テレビの告知端末の修理や在庫補充等に用いるものであり必要な措置と　認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、私ども総務委員会に審査の付託を受けました、各案件につきまして、審査結果の報告を終わります。
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